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スライドタイトル別添２ 船員の治療と就業の両立支援の流れ
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産業医等の意見を
踏まえ、船員と十
分話し合った上で、
船舶所有者が最
終的に決定、実施。

様式例 「勤務情報提供書」・「主治医意見書」を用いる場合 
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船舶所有者が最
終的に決定、実施。

様式例 「両立支援カード」を用いる場合 

※ 船員法における船員の就業の可否は、同報第83条の規定により国土交通大臣が指定する医師が健康検査の結果に基づき判定するものされています。
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